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衆
議
院
議
員
平
岡
秀
夫
君
提
出
「
日
米
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
く
在
日
米
軍
の
行
動
基
準
等
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
（
以
下
「
合
衆
国
軍
隊
」
と
い
う
。
）
の
活
動
は
、
自
衛
隊
の
活
動
と
異
な
り
、
憲
法
第
九
条
の

適
用
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

他
方
、
一
般
国
際
法
上
、
あ
る
国
が
自
衛
権
を
行
使
す
る
要
件
は
、
国
家
又
は
国
民
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
急
迫
不
正
の

侵
害
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
を
排
除
す
る
の
に
他
に
適
当
な
手
段
が
な
い
こ
と
及
び
必
要
最
小
限
度
の
実
力
の
行
使
で
あ
る
こ

と
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
国
際
連
合
憲
章
第
五
十
一
条
は
、
「
こ
の
憲
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
国
際
連

合
加
盟
国
に
対
し
て
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
安
全
保
障
理
事
会
が
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
必
要
な
措

置
を
と
る
ま
で
の
間
、
個
別
的
又
は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
日
本
国

と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
日
米
安
保
条
約
」

と
い
う
。
）
第
五
条
に
基
づ
き
行
動
す
る
合
衆
国
軍
隊
は
、
こ
う
し
た
国
際
法
上
認
め
ら
れ
た
自
衛
権
の
範
囲
内
で
武
力
の

行
使
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

一



四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
状
況
下
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
我
が
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
日
米
安
保
条
約
第
五
条

に
基
づ
き
、
我
が
国
の
施
政
の
下
に
あ
る
領
域
に
お
け
る
、
い
ず
れ
か
一
方
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に
、
自

国
の
憲
法
上
の
規
定
及
び
手
続
に
従
っ
て
、
共
通
の
危
険
に
対
処
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
、
同
条
に
基
づ
き
行
動

す
る
合
衆
国
軍
隊
は
、
国
際
法
上
認
め
ら
れ
た
自
衛
権
の
範
囲
内
で
武
力
の
行
使
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
法
令
以
外
の
諸
原
則
」
が
何
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
く
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
一

般
国
際
法
上
、
駐
留
を
認
め
ら
れ
た
外
国
軍
隊
に
は
特
別
の
取
決
め
が
な
い
限
り
接
受
国
の
法
令
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
接

受
国
の
法
令
を
尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
該
軍
隊
を
派
遣
し
て
い
る
国
の
一
般
国
際
法
上
の
義
務
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
我
が
国
に
駐
留
す
る
合
衆
国
軍
隊
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
か
か
る
考
え
に
基
づ
き
、
日
本
国
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍

隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
に
は
合
衆
国

軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
に
よ
る
我
が
国
法
令
の
尊
重
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二



六
に
つ
い
て

五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
我
が
国
に
駐
留
す
る
合
衆
国
軍
隊
が
我
が
国
法
令
を
尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と

は
当
該
軍
隊
を
派
遣
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
般
国
際
法
上
の
義
務
で
あ
り
、
日
米
地
位
協
定
第
十
六
条
に
は
合
衆

国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
に
よ
る
我
が
国
法
令
の
尊
重
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
合
衆
国
軍
隊

が
我
が
国
法
令
の
尊
重
義
務
に
違
反
す
る
よ
う
な
行
動
を
と
る
こ
と
は
、
一
般
に
想
定
さ
れ
な
い
。

な
お
、
合
衆
国
軍
隊
が
我
が
国
の
個
別
法
令
を
尊
重
す
る
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
か
の
問
題
が
生
じ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
場

合
に
は
、
個
別
に
両
国
間
で
必
要
な
調
整
を
行
い
、
政
府
に
お
い
て
適
時
適
切
に
対
処
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

七
に
つ
い
て

日
米
地
位
協
定
第
十
八
条
第
五
項
は
、
公
務
執
行
中
の
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
被
用
者
の
作
為
若
し
く
は
不
作

為
又
は
合
衆
国
軍
隊
が
法
律
上
責
任
を
有
す
る
そ
の
他
の
作
為
、
不
作
為
若
し
く
は
事
故
で
、
我
が
国
に
お
い
て
我
が
国
政

府
以
外
の
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
も
の
か
ら
生
ず
る
請
求
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
同
条
第
十
二
項
に
よ
り
、
同

条
第
五
項
の
規
定
は
、
非
戦
闘
行
為
に
伴
っ
て
生
じ
た
請
求
権
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
一
般
国
際
法
上
、
駐
留
を
認
め
ら
れ
た
外
国
軍
隊
に
は
特
別
の
取
決
め
が
な
い
限
り
接
受
国
の
法
令
は
適
用
さ
れ

三



な
い
こ
と
は
、
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

四


